
（別紙１） 

社会福祉法人指導監査結果 

社会福祉法人もみの木福祉会 

 

 

１．指導監査実施年月日   平成２９年１０月１２日（木） 

 

２．文書指摘事項 

区 分 指摘事項 
前回監査時 

文書指摘事項 

Ⅰ－３（２） 

評議員会の招

集・運営 

 

 平成２９年６月２２日及び９月２０日に評議員会が開催されて

いるが、招集手続き及び決議について社会福祉法の改正に対応でき

ていない点が散見された。具体的には次のとおりである。 

○評議員会の招集手続について 

 平成２９年４月１日以降に開催される評議員会の招集について

は、原則として理事が行うこととなっている。その際は、理事会の

決議により次の事項を定め、理事が評議員会の１週間前までに評議

員に対し書面等により通知を行わなければならない。 

①評議員会の日時及び場所 

②評議員会の目的である事項がある場合は当該事項 

③評議員会の目的である事項に係る議案の概要（議案が確定してい

ない場合はその旨） 

 評議員会の招集通知及び理事会議事録を確認したところ、上記の

項目を理事会において決議した経過が見受けられなかった。ついて

は、今後は評議員会の招集に際し適切な手続を行うこと。 

根拠法令 

社会福祉法第４５条第１０項において準用される一般社団法人及

び一般財団法人に関する法律(以下、一般法人法とする)第１８１条、

第１８２条 

社会福祉法施行規則第２条の１２ 

 

○評議員会の決議事項について 

 社会福祉法第４５条の８第２項において、評議員会の決議は法令

及び定款に定める事項に限り行うことができる旨定められている。

（平成２９年４月１日以降に開催される評議員会に関し適用） 

 平成２９年６月２２日及び９月２０日に開催された評議員会の

議事録を確認したところ、指名業者の選定や理事長専決処分等、評

議員会の決議事項以外の議案について決議している点が見受けら

れた。ついては、貴法人定款第１０条に定められた決議事項に限り

評議員会において決議すること。 

根拠法令 

社会福祉法第４５条の８第２項 

 

Ⅲ－３（５） 

決算及び計算関

係書類 

 「社会福祉法人の会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用

上の取り扱いについて」（平成２８年３月３１日付厚生労働省雇用

均等・児童家庭局長他連名通知）別紙「社会福祉法人会計基準の運

用上の取り扱い」（以下、「運用上の取り扱い」という。）３におい

 



て、サービス区分は、その拠点で実施する複数の事業について法令

等の要請により会計を区分して把握すべきものとされているもの

について区分を設定するものと定められている。 

 貴法人におけるサービス区分の設定を確認したところ、一部法令

に則っていないものが見受けられた。ついては、関係法令を確認の

うえ、それぞれの事業ごとに経理を区分することが要請されている

ものについてサービス区分を設けること。 

 また、「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する

運用上の留意事項について」（平成２８年３月３１日付厚生労働省

雇用均等・児童家庭局総務課長他連名通知）別紙「社会福祉法人会

計基準の運用上の留意事項」（以下、「運用上の留意事項」という）

５，６において、本部会計については、法人の自主的な決定により

拠点区分又はサービス区分とすることができる旨が定められてい

るが、貴法人においては法人本部会計が区分されていなかった。つ

いては、法人の実情に応じ拠点区分又はサービス区分として法人本

部会計を設けること。 

根拠法令 

運用上の取り扱い３ 

運用上の留意事項５，６ 

関係法令 

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（以下、「総合支援法」という）に基づく指定障害福祉サービスの

事業等の人員、設備及び運営に関する基準 

○総合支援法に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営

に関する基準 

○総合支援法に基づく指定計画相談支援事業の人員及び運営に関

する基準 

○児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営

に関する基準 等 

※文書指摘事項については、別記様式による是正改善状況の報告が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


